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幕末・明治初期の藩政村規模とその変動

岩　 崎　 公　 弥＊

I　 は　し　が　き

近世的村落の創出は，いわゆる太閤検地に始ま

る全国統一的な検地にあたって農民の生産および

生活のための共同体たる集落とその農耕地を一単

位とするべく実施された「村切り」によって達成

されたと言われる。近世村落創出の原則が，共同

体的な農民生産の場の創出ということに沿って実

施されたのであれば，わが国の近世村落（藩政村

と呼ぶこととする）の規模はある一定の水準に落

ち着くはずである。確かに全国的というマクロな

見方をすれば，ある一定の藩政村規模を想定しう

る。　しかしそれらをさらに詳細にみてゆくと，そ

の規模の懸隔の大きさは見逃しえない。このよう

に藩政村規模の問題は，様々なレベルで語られね

ばならないし，またたんに規模の大小のみの問題

としてでなく，藩領構造や支配形態といった政治

的側面や自然地理的側面との関係において吟味さ

れねばならない。

本稿において筆者は，藩政村規模の問題を全国

的な視野の下に分析し，幕末から明治初期にかけ

ての藩政村分合を通して，その地域的特性を明ら

かにし，今後の研究への一つの手掛りにしたいと

思っている。

中世的な郷・庄は，先述の如く近世に至って「村

切り」という行政的操作によって解体され，近世

領主の末端支配の地域的単位としての藩 政 村へ

と細分 さ れ ていっ た。 今 日の研 究 ではこ の「 村切

り」 の完 成，即 ち藩 政 村の確 立期 は， ほ ぼ正 保～

元 禄期(1644 ～88 ）頃 とさ れ るが， これ ら藩 政村

は その後 も新田 開 発等 に よる分 村 などに よっ て一

般 的 には その数 を増 し て くる。 藩 政村 は江 戸 中期

以降 ， 全 く固定 し た という存 在 では なかっ たが，

しか し一 応安 定 し た支配 単位 として機 能 し続 けて

いた と考 えら れる。　し かし幕 末 から明 治初 期 にか

け ての幕 藩 体制 の動揺 は， 村支 配 体制 に も少 なか

ら ぬ影響 を及ぼ し たと思 わ れ る。た とえば, 藩政改

革等 によ る藩 政 村統合 といっ たこ ともあ る。　し た

がっ て筆 者 は，江 戸初 期 を藩 政村 の確 立期， 中期

を安 定期 ， 後期 を再編 期 と措 定し たい。

従 来 この種 の研 究 に際 し ては， 一 国 別 ないし藩

領 別 の考 察 が中心 とされ， し か も特 殊 規模 を持 つ

地域 につ い ての個 別研 究 が多 かっ た。 確 かにこ の

よ うな研 究 では， 特殊 性 に よっ て その地 域 の特性

を把握 で きるの であ るが， や はり それ は， 他 地域

に くらべ て どうい っ た点 で特殊 で ある のか とい う

全 国的 視野 の 中 での位 置づ け を行 っ たうえ での特

殊性 の指摘 でなけ れば な らない し， またそ うす る

こ とに よっ て異質 と思 わ れる地 域間 の共 通性 も明

ら かにし う るの では なかろ う か。 全 国的 資料 とし1

）
て従来,明治10年前後の「日本地誌提要」が使われて

い たが， この資 料 は戸 口 を単 位 とし てお り， 江 戸

期 の石 高 を単 位 とし た資料 との比 較 が難 しい。

2）
よって本稿 では江 戸 期 の資料 として「 天保郷 帳」（ 天

保5 年 成 立 ） を用 い， 明 治 初 期 の 資料 とし て＊愛知 教育 大 学地 理 学教 室
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3）
「旧 高旧領 取調 帳」（ 明 治10年 前後 の成 立）を用 い

るこ と とした。 藩 政 村規援 の指 標 とし て， 村石 高

を採 用す るこ との是 非は， 次章 に おい て述 べ るこ

と とする。

藩政 村 という語 と内 容 につ いて一 言 し てお き た

い。 本稿 で は幕領 その他 の諸藩寺 社領 を含 め た江

戸 時代 の行 政 村 の総称 として， 「藩 政村 」 を用 い

た。　し たがっ て筆 者 は，藩 政村 とはそ の名 の とお

りま ず行 政村即 ち形 式 地域formal region とし て

把握 し てい る。　もち ろ んなか には，藩 政 村＝ 「 自

然村」 ＝ 実質 地域subst antial region とい う図式

をとる 例もあ ろ う。　し たがっ て， 前援 は あ く ま

で藩 政村＝ 形式 地 域 とし て把握 す る とい うこ とで

あって，藩 政 村＝ 実質 地域 という図 式 を否定 する

もので は ない。 藩 政村 は原 則的 に はほぼ 経済 力 も

社会 的地位 も平 等 な農民 （ 本百姓 ） の上下 関 係 の

ない社会 とし て構 成 され， そ の政治 は村 方三 役 と

呼 ばれ る村 役 人 によっ て行 わ れた。 豊 臣構 地 に よ

っ て創出 され た「村 」は， 集 落 を中心 とし て でな く

一 定の範域 を「村域 」として設 定 さ れた が， 徳 川期

の「村」の 決定 は，集 落＝ 農民 の確 定 にお い てな さ

れたよ うであ る。　し たがっ て藩 政村 の領 域terri-tory

自体 は， 支 配上 さ ほ ど重 要 では なく， むし ろ

農 民個 々の生産 地 と生産 力 を把握 す るこ と によっ

て， 藩政 村 を位 置づ け た といっ た方 が良 かろ う。

つ まり属 地主義 から属 人主義 へ の転 換 であ る。　し

かし ながら農民 にとっ ては， 藩 政村 の領 域 は重要

な意味 を持っ てい た と思 われ る。 入会 権 や水 利権

等 をめ ぐる村境 紛 争 はそ れを如 実 に示 し てい る と

い える だろ う。 領 域 の問 題 は藩 政村 と いう一 つ の

生活 空間 を観 る際 の重 要 な地理 的朧 面 であ るこ と

は言 う まで もない が， 本稿 で は資料 の性 格上 触 れ

るこ とがで きないこ とをあら かじ め断 っ て お きた

し丶o

Ⅱ　藩政村規模論

幕藩体制下における行政村（藩政村）の規援を

村石高の面から考えることの是非についてまず述

べておこう。藩政村規模といった場合，いろいろ

な指標が考えられる。たとえば，人口・戸数・面

積・石高といった指標がある。　しかし藩政村とい

うものの性格やその成立の歴史的背景を考える時，

藩政村規援は村石高によって把握されることがよ

り妥当であるといえよう。

前章でも述べた如く，太閤構地段階の藩政村は

農民支配のための強力な政治的展開の結果として

剔出されたが，それらは旧来の郷・庄といった諸

領域との系譜関係を多分に有していた。また中世

末の農民は地縁的な村をこえた広汎な出入作関係

を取り結んでいたのであるが，このような複雑な

出入作関係の整理，すなわち村切りは領主権力が

直接生産者を掌握することによって本百姓の一般

的成立を結果させるという方向性を持っていたこ

とは重要なことである。徳川構地が太閤構地のこ4
）

のような基本方針を踏襲しつつ，間竿の短縮化に

よる構地のより一層の厳密化と広汎な分付記載に

みられるような当時の農村構造の不均等性の実態

を掌握し，かつ直接耕作者の土地保有権をある程

度認めていたことも評価されねばならない。　これ

らの構地は田や畑も米を生産するものとして，法

定米収穫高を算定しこの法定米収穫高によって耕

地をとらえるという石高制成立の手段となったの

である。そして直接生産者の生産力を個々に掌握

し，米作米納年貢制を実現するために，在地の旧

土豪的小支配を排除しその上で地主的支配を中間

項とする村支配を行いながら，石高を表象とし た

支配単位としての「村」＝藩政村が剔出されたので

ある。石高を表象とする限りたとえ無民家であっ

ても藩政村は存在するのである。　しかし石高を表

象とする藩政村の剔出は，年貢徴収機構において
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のみ具現されたのではない。各農民の農業生産は

石高所持の公認によってのみでは実現されない。つ

まり耕地所持だけでは生産の継続は不可能なので

ある。この他に灌漑用水を確保したり，燃料・肥

料などを供給してくれる山野の利用が必要である

が，このような生産手段の所持・管理は，村とい

う主体なくしては不可能であり，そこに村の意味

がある。また，村がこのような生産の基礎条件を

管理・利用するところに近世農村の著しい特質が

あるといえよう。ここに近世村落が政治支配の単

位であると同時に，基本的生産手段の共同管理・

利用の主体であるといわれるゆえんがあるのだが，

政治的支配単位としての藩政村規模の多様性は，

それ故にさまざまな問題を含んでいるといえる。

藩政村規模を石高によって把握するということ

は，換言すれば，村規模をその生産力によってと

らえることである。　したがって原則的にはある一

定の生産力水準に達して後，藩から正式に庄屋が

任命され村高を掲げ免（貢租賦課率）が定められ

ると，一人前の行政村（藩政村）としての資格を

獲得するのであり，それはあくまでも年貢負担力

を持った，すなわち一定の生産力水準を有した存

在でなければならない。藩政村が石高によってそ

の規模を決定されているということは，藩政村に

対して公証的機能を保持せしめることでもあった。

つまり江戸時代においては，田畑の移動は田畑永

代売買禁止令(1643 年）や分地制限令(1673 年）

によって禁止されていたが，実際にはかなりの土

地の移動が行われており，その土地の移転は村に

よって保障されていたのである。それは元来，封

建貢租が藩政村単位で課せられており，藩政村が

一体として負担に耐えうるのであれば，田畑の実

際の支配に変動があってもかまわなかったのであ

る。このように石高は，藩政村規模を語る上にお

いて極めて重要な生産力的側面を示しており，行

政村としての藩政村の規援を問題とする際の重要

な指標と言える。　しかしながら藩政村規援を示す

のは，もちろん石高のみではないのであらかじめ

戸数との相関を予察しておきたい。

図1は，明治初期における東海地方（伊勢・美

濃・尾張・三河・遠江）の郡別の総石高と総戸数

の相関をみたものである。　これからも明らかなよ

うに，戸数と石高とはかなりの相関を持ってお

り，石高を藩政村規模として代表させても大きな

誤りはなかろう。

図1　 明 治初期 東海 地方 （伊 勢 ・尾張 ・美 濃・三

河 ・ 遠江 ）に おけ る郡別 総石 高 と総戸 数 の相

関 関係

資料・参謀本部編「共武 政表」明治12年

・内務省地理局地誌課編「 旧高旧領取調帳」明治10

年頃

このように藩政村規模を石高によって論じるこ

との妥 当性 を指摘 しう るの であ る が， ただ次 の点

に関 し て重要 な問 題 が残っ てい る。 それ は村高 と

い う もの が検地 に よっ て決定 さ れ たの で，江 戸 後

期 の生 産 力発展 に必 ずし も正 確 に適合 し てい ない

とい うこ とで あ る。 つ ま り公 称 の村 高は個 々 の藩

政 村 の実質 的生 産力 を示 し てい ない場 合 が多 い。

特 に藩 全体 とし て表 高 の固定 が みら れ， 幕 府 への

援 出資料 とし ては従来 の 「格」 を変 化 させ ない程
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度の変動しか認められていないという事情を考慮

せねばならない。　しかしながら各藩別の実質的石

高を算出することは極めて困難であるので，本稿

では「天保郷帳」および「旧高旧領取調帳」のそ

れぞれが，全国（北海道を除く）同一の基準で藩

政村とその村高を把えているという仮定のうえに

立って述べることとする。

つぎに藩政村規援に関する諸研究を簡単に整理

しておこう。まずこの種の研究に対し一つの方向

性をつけた山澄元の業績に注目する。氏は幕末・

明治前期におけるいわゆる「自然村」（実質地域

的要素）といわゆる「行政村」（形式地域的要素

）との二面性を考え，その地域的特性を明らかに

してゆくその前段階として藩政村規援に特徴ある

国を抽出して地域論的構討を加えている。中心的

資料として，「日本地誌援要」（明治5 年成立）5
）

と国別の地誌を比較検討して，形式地域たる藩政

村が共同体的生活の単位集落といかなる関係の下

にあるかを吟味しており，本稿においてもおおい

に参考とさせていただいた。藩政村規援を変化さ

せる要因としては，いろいろなことが考えられる

が，主なものをあげれば次のようなことであろう。

その第1 は，土地生産力の相違が考えられる。土

地生産力の低さは，小規援藩政村を卓越させる場

合が多い。その第2 は，集落形態が考えられる。

もっとも集落形態は第1 点の土地生産力の問題と

密接に結びついているので，第1 点と第2 点を厳

密に分けえないが，集落形態の持つ歴史性を重視

しあえてこれを藩政村規援に影響を与える一要因

としてあげた。たとえば備後国太田庄の場合は，

高重進によれば，古代村落制の郷（一次郷）がさ

らに小規援な村（二次郷）へと分裂し，その二次郷

が近世の村切りを経て，藩政村に移行したという。

このような小村が谷ごとに分布する疎塊村地域に

おいては，藩政村をどの単位で区切るかが問題と

なるが，その藩政村組成自体は地域の特性（歴史

性）と関わるところとなる。　それは同じような小

村卓越地域でありながら，標準規模藩政村の分布

する中国山間地域と大規模藩政村の多い薩摩・大

隅地域の例が示している。第3 点は，藩の地方統

治機構である。藩政村が行政村であることからす

れば，これが最も重要な点となるであろう。これ

については後述したい。

近藤忠は紀伊国を事例に藩政村の村域の広狭に

ついて興味深い報告を行っている。氏は藩政村規

援について，面積と石高の両方から検討し，紀の

川流域の平野部には面積が小さく石高の大きな藩

政村が，山岳地域には面積が大きく石高の小さな

藩政村がそれぞれ分布し，それらが著しい対照を

なしていることを明らかにした。　そしてそれらは

また藩政村の集落構成のうえにおいても差異を示

しているという。同じく藩政村の集落構成を考え

た野崎清孝は，奈良盆地を例として藩政村との関

わりの中で大字の規模をとりあげ，集落構成によ

って大字のタイプ分けを行った。それによれば規模

（戸数）の大きな大字は中心度の高い地域に，

小さな大字は盆地周縁部にみられることを指摘し，

その要因として盆地平野部では，郷村制の展開に

よる集村化の進行がみられ，地形的制約をうける

河谷地域ではそれが果せず中世的村落からの脱皮

が不十分となったことをあげている。

江戸時代の村の村高の差異についての疑問から

出発した木村礎は，相援国を事例として村構造の

原理とも言うべきものの一端を検討している。氏

は村高の大小を地形条件によって論ずることの困

難性を述べ，むしろ地形条件をも含んだ複雑な諸

条件によって村高の大小は決められ，その複雑な

諸条件の中心をなすものは，多分歴史的に形成さ

れた社会的諸条件であろうと考えた。そして藩政

村を構成する小集落である「小名」に行きあたる。

「小名」はほぼ20戸前後の平均的規模を持つ集落

で，「小名」集落とその耕地＝「自然村落」は日
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本社会の普遍的存在であり，戸を包摂した最基底

部の経営単位であるとした。そして中世後期の有

力名主百姓の力の強弱や相互結合の仕方によって

中世村落が規定され，その大小が近世村落（藩政

村）に持ち越されたと考えた。藩政村規模の小地

域的研究に際しては，このような最基底部から村

をとらえてゆくという方法が有効であろうと思わ

れる。

このように考えてくると，藩政村規模の問題は

その集落構成という面から考えることが重要にな

ってくる。村高のみで以ってしてはその集落構成

はほとんど理解できない。つまり一藩政村＝一集

落型か，一藩政村＝多集落型なのかといった内容

は理解できないのである。藩政村を集落構成から

考えるということは，形式地域を実質地域的側面6

）
からみることにつながる。地域論とはこのような

地域の二面性をふまえつつ，それらがどのような

関係の下にあり，いかに両者が補完しつつその地

域を形成しているか，また形成してきたかを明ら

かにすることではなかろうか。　したがって藩政村

規援の問題はそれが行政村（形式地域）であるだ

けに，各地域での村支配理念がその地域の地域形

成にいかなる影響を及ぼしたか，さらに現在の政

治的区画にそれらがどのように反映されているの

かという点にまで立入らなければならぬように思

われるが，この点に関しては本稿では十分な用意

もなく多くを語りえないことが残念である。

Ill　幕 末期 の藩 政村 規模

享保18年(1733 年）に江戸幕府は，適正な年貢

量を決めるために幕頷下の村々の標準となるモデ7

）
ル村落の創設を試みているという。それによれば

モデル村落の規援は，

村高　200.7 石

家数　　　24軒

人数　　　120人

うち男60人

女60人

うち10分の1 の12人は商工業従事者

となっている。

いっぼう文化元年(1804 年）と安政元年(1854

年）の各史料を組み合わせて計算した幕末のわが

5
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天保郷帳｣ より作成)



国の藩政村の平均的規援は，

平均村高　　　　408.57石

村別平均戸数　　404.94人

となり，享保18年の幕府のモデル村落の規模とか

なり隔たりがみられる。

つぎに，「天保郷帳」によってわが国の旧郡別

の一村当り平均村高を算出しその地域的特性を検

討してゆくこととする。図2はそれを示したもの

である。まず藩政村規模を度数分布の検討によっ

て, 300石, 700石, 1,100石という最も適当と考

えられる値で区分し, 300～700石あたりを最も

平均的規模の藩政村石高と措定した。

そのようにして見てゆくと藩政村規模の極めて

大きな地域として，南九州の薩摩・大隅・日向の

島津藩領，中国地方では周防・長門の毛利藩領，

東北地方では岩代国安達郡の丹羽藩領，陸前の伊

達藩領のそれぞれ一部があげられる。表1 のよう

にこれらの地域にほぼ共通して言えることは，　い

わゆる辺境の外様大名の領地であるということで

ある。このことから，藩政村規援は藩領構造の差

異に基 づ く可能性が高いことがうかがわれる。

外様大名領に構して大規援藩政村が多いことの一

つの理由として，幕府直轄領および譜代大名領な

どにくらべて，村切りが徹底されなかった点があ

げられるのではなかろうか。徳川幕府は確かにそ

れまでにない強力な支配体制を現出させたが，そ

れは大名勢力の経済的統制と牽制のうえに成立っ

ており，各大名，特に有力な外様大名の地方制度

にまでその支配方針を貫徹しえなかったと思われ

る。

つぎに700～1,100石のやや大きな規援を持つ藩

政村の分布についてみる。これらの分布 は先 の1,100

石以上の大規模藩政村分布地域の周辺にみ

られる場合と，分散的に分布する場合とがみられ

る。

前者は薩摩・日向南部地域と，東北の磐城・羽

前・陸前・陸中南部のそれぞれ奥州街道沿いの地

域に多くみられる。これらの地域もほとんどが外

様の諸藩である。陸中南部の紫波郡の藩政村煙山

村は，中村吉治らによって調査され著名であるが

規模的にはやや大きな藩政村であった。中村グル

ープはこの研究を通して，藩政村の擬制的側面を

指摘した。つまり近世の村落ではすでに「共同体

の機能分化」が行われ，藩政村とはその共同体の

人為的枠組化，すなわち「ある範囲をとって，村

という制度を設定し，これを共同体としての擬制

的単位」として設定されたものだとした。煙山村

一帯は胆沢扇状地の散村地帯であり，小部落とし

ての結合は比較的ルーズであり，ゆえに労働組織

も山組もこの部落をはみ出しているという状況が

起こってきたのではないか。

後者は，各地沿岸部（筑後・西肥前・筑前・瀬

戸内沿岸・出雲・伊勢湾岸・北陸など）にみられ

る。これらは沿岸平野部の比較的生産力の高い地

域に位置しているとみることができる。また安芸

国の広島藩領では，藩の政策である郷倉制との関

係を考えねばならない。

平均的規援の藩政村は，その分布域が最も広く

その平均規援が地域的にもかなりの普遍性を持っ

ていることを裏づけている。

最後に300石未満の小規藩政村の分布を考察し

てみよう。特徴的なことは山間部に概して小規模

藩政村が卓越することである。具体的には，屋久

島・日向国の九州山地部・天領の天草島・東中国

山地・土佐・丹波山地・紀伊山地・飛騨および美

濃北部・三河山間部・赤石山脈・甲府盆地・越後

南部の三国山地・北上山地・出羽北部の山地部な

どや，伊豆・房総・能登・下北などの半島部など

である。このことから小規援藩政村の卓越は，地

形条件が大きく影響しているようである。土佐国

の場合は郡の配列が山地部と沿岸（平野）部を結

ぶ方向になっており，郡別の平均をとった場合必
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表1　 幕末における大規模藩政村の分布と藩領域

国　　 名 � 郡　　 名 �平均 村 高 � 藩 名（ 譜外 ： 譜＝ 譜代， 外 ＝外 様， 家＝ 家門 ） 及び諸領

薩　　 摩

大　　 隅

日　　 向

筑　　 前

出　　 雲

備　　 中

周　　 防

長　　 門

讃　　 岐

上　　 野

岩　　 代

陸　　 前

陸　　 中 �

薩　　 摩

谿　　 山

揖　　 宿

頴　　 娃

鹿 児 島

給　　 黎

飫　　 島

阿　　 多

出　　 水

肝　　 属

那　　 珂

宮　　 崎

席　　 田

出　　 雲

浅　　 口

下　　 道

大　　 島

玖　　 珂

熊　　 毛

都　　 濃

佐　　 波

吉　　 敷

阿　　 武

見　　 島

大　　 津

美　　 称

厚　　 狭

豊　　 浦

三　　 野

片　　 岡

安　　 達

安　　 積

桃　　 生

栗　　 原

登　　 米

玉　　 造

胆　　 沢 �1295

石250824082277112417441396117933911106116512611103123611171

116

1180

2879

3030

3733

4614

4938

4037

1206

2853

3997

2650

1958

1200

1423

1297

1164

n30

1478

1682

1186

2082 �

鹿 児島( 外)

飫肥( 外)， 佐 土 原(外) ， 高鍋( 外)， 一部 幕領 有 り

飫肥( 外)， 高 鍋( 外)， 延 岡(譜)

福 岡( 外)

松平 出 羽守( 家)

岡 山( 外)， 新 見( 外)， 松 山(譜)， 麻 田( 外)， 成羽( 外) ， そ の他

岡 山(外) ， 岡 田( 外)， 松山( 譜)， 宝 福寺

山 口(外) ， 岩 国) 外)〃，〃〃　　　

， 徳 山( 外)〃，〃〃，〃

山 口( 外)

山 口( 外)， 徳 山( 外)

山 口( 外)〃　　　

， 豊浦( 外)

豊浦( 外)， 山 口( 外)， 清 末(外)

丸 亀( 外)， 多 度津( 外)

高崎( 譜) ， 普済 寺， 清 水寺， 永 福寺

二 本松( 外)

二 本松( 外) ， 会津( 家)

仙 台( 外)

（「天保郷帳」及び「日本史辞典」より作成）
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ずしも実態を反映していない。大脇保彦によれば

100石以下の小村は山地に集中しており，平野部

の村は石高で山村の10倍，新田になるとさらに大

規模となり長岡郡などの新田村は平均で実に8,000

石近い規模を持っている。そして土佐国の山間部

の小藩政村はより上位の郷という単位においてま

とめられることが多かったようである。この郷に

は大庄屋が任命され総老・総組頭がこれに協力し

郷下の小村（藩政村）は枝郷と呼ばれ，名本（小

庄屋）・老・組頭が置かれたという。

東北地方の場合，注目すべきことは，北部は南

部にくらべて小規模藩政村が卓越している点であ

る。これは地形条件よりもむしろ気候条件を考慮

した方が良かろう。藩政村規模が小さく決定され

る場合，当初より小さな石高で村を編成する場合，

と，村自体の生産力減少によって小規模藩政村が

成立する二つの場合が考えられるが，陸中・陸奥

両国の東部地域における小規模藩政村の卓越は後

者の例であろう。現在においても東北地方の冷害

を克服することの困難さをみせつけられているが，

近世においては冷害はまさに死活問題であった。

この「天保郷帳」作成期（天保5年成立）のいわ

ゆる天保大飢饉は東北諸藩に大きな影響を与え，

「天保初年より頻に飢饉し，この後猶やまず。た

めに餓浮流民極めて多く，四年より十年に至る七

ヶ年，津軽一郡のみの死者三万五千六百余，他郷

に流離するもの四万七千余人」という惨状を呈し

たといわれる。特に「やませ」の影響を強く受け

る下北半島にあたる陸奥国北郡は，明治4 年の総

石 高が約23,500 石 であるが，天保期のそれは約13,900

石で，明治期の6 割にしかみたない。

三河山間部はやはり小規模藩政村の卓越が目立

つ。この理由として矢守一彦は，紀の川流域山間

部と同じく中世末期に谷ごと沢ごとに散居した一

名主一村落型の集落を統合すべき強力な土豪の出

現が，地形的制約もあって阻害されがちであった

ことと，同族関係を軸とした村々の開発方式が，

「入会い出郷」という集落形態を生みこれが本郷

たる集落を小規模化させたことをあげている。こ

のように近世の行政単位村（藩政村）が必ずしも

地域的団体ではなかったという事例は珍しくない。

先にも触れたように，土地生産力の相違は藩政

村規援にも影響を与える。たとえば，木曾と飛騨

地方の藩政村を比較すると，木曾の村が飛騨の郷

にほぼ相当している。つまり木曾の藩政村は飛騨の

ものよりずっと広い範域を有していたのである。

表2　 飛騨・木曾の生産力その他の比較

�飛　　驛 � 木　　 曾

1 戸当 り人 口 �5.7 人 �5.8 人

1 戸当 り石 高 �3.7 石 �1 ．8石

平 均 戸 数 �1
村 当 り28.7

戸 �1

部 落 当 り9.4

戸

（西川善介：林野所有の形 成と村 の構造, 1979 年，p.

219 より）

それは，表2に示される如く，一戸当りの石高

で，飛騨37石に対し木曾でL8石という木曾地方の土

地生産力の低さが，郷をもって行政単位村とせざ

るを得なかった必要性を推測せしめる。　また享保検地

以降においても賦役負担の基準と石高が用い

られず中世の遺制たる役人高が用いられたのも土

地生産力の低さにその一因を求めうるという。い

っぽう飛騨地方では中世の郷より一層下位に存在

した集落をおよそ行政区画として近世郷村制の確

立をみている。　しかしこの新たな藩政村とは別個

に入会権の帰属主体としての部落の存在があった。

このことから西川善介は，新たな行政単位として

の藩政村の確立が，入会関係と何ら関係がなかっ

たことを明らかにしている。

以上の如く小規模藩政村の分布については，地

形や気候などの自然的条件を基礎とした土地生産

力的要素に規定された近世村落形成期の歴史的条

件によってある程度説明される。
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図3　 明治初期における郡別の一藩政村平均石高

（「旧高旧領取調帳」より作成）

Ⅳ　 明治 前期 の藩 政村 規 模

｢旧高旧領取調帳｣によって算出した明治前期

の藩政村規模を図3に示した。天保期のそれと

くらべると，全体的傾向としては大きな差異はない。

大規模藩政村は，やはり南九州では薩摩・大隅・

日向の島津藩領，肥後人吉の相良藩領などにみら

れ,北部九州の筑前・肥前両国では天保期にくらべ

藩政村の大規模化が進行している。特に肥前の佐

賀藩では明治2年の藩政改革の一環として,藩政村

8)合併を実施しており藩政村規模が大きくなっている。

佐賀ではこの時の合併によって成立した新藩政村

域が,今日の大字区域となっており,他地域にくら

べて大規模な大字を示す原因となっている。四国

地方の土佐国は，天保期に比して大きな変動をみ

せている。天保期ではむしろ小規模藩政村がみら

れたのに，明治初期段階においては逆に大規模藩

政 村 が卓 越 して い る。こ の原 因 は図4 か らも明 ら か

な よう に大幅 な 村数 の減 少( と同 時 に石 高の 激増)

に よる もの と考 え ら れる。 土 佐 国山内 藩領 の場合

具体的にどのような藩政村合併が行われたかに

ついては解らないが，現象的には佐賀鍋島藩の場

合と似ている。天保期においても大規模藩政村が

卓越していた周防・長門両国では，依然として藩

政村の大規模性がうかがわれる。表3により明

治期における村高規模別藩政村数を郡別にみると

藩領構造の差異がうかがえよう。これらをタイプ

分けしてみると，①一藩政村平均規模が2,000石

前後で小～大規模にわたる藩政村がみられる型（大

島・熊毛・都濃・佐波・阿武），秘一藩政村平均規模

が2,300石以上で全体として大規模藩政村が多

い型（吉敷・大津・美称・厚狭），③一藩政村平均規模

が1,000石前後で全体として小規模（全国平均か

らすれば大規模）藩政村が多い型（玖珂・豊浦）

である。①と②のタイプはほとんど本藩たる山口

藩（一部徳山藩領あり）に属し，①は東部に秘は

中央部に分布する。③のタイプは山口藩の支藩で

あ る豊浦 藩 ・清 末藩 ・岩 国藩 に属 し， 前二者 は豊

浦郡 に岩 国藩 は 玖珂郡 に 相当 す る。 こ の ように 本

支藩 の な かであっ ても藩 政村規 模 が異 っ て くるこ

とは， 藩 政村 の行 政的 側面 を一 層 強 く感じ させ る。

9



表3　 防長両国における村高規模別藩政村数（明治2年）
「旧 高旧領取調帳」 による）

�大島 �玖珂 �能毛 �都濃 �佐波 �吉 敷 �阿武 �見島 �大津 �美称 �厚狭 �豊浦 �
。 （防長 両国全体 を100
計　

とし た村数比率 ）

100石未満100

～200

～300

～400

～ �1 �91412156�11 �111 �1 ��741�1 �11 �1 �121 �81171314�27

｀32242924

，�136--　215
 (36.5%)

・79

500～600

～700

～800

～900

～ �11 �4131 �1 �2121 �1111 �1 �112 ��1 ��11 �14161045�23

｀211889.

1000～1100

～1200

～1300

～1400

～ �121 �46453�1111 �231 �5211 �1 �12111�1 ���

�3

5

5

3

4 �16

｀19141410.�/ｱ3

－-　153  (26.0%)

・80

1500～1600

～1700

～1800

～1900

～ �4121 �314 �42211�1312 �1131 �1111 �11125 ��121�11 �1111 �73214�24

’15121118.

2000～2100

～2200

～2300

～2400

～ �111 �1211 �2153 �22221�1111 �21 �2331 ��111�143 �1261 �21211�12

’12162012

，�

・72-

…-　127  (21.6%)

・55

2500～2600

～2700

～2800

～2900

～ �11 �221 �11 �511 �234 �23 �311 ��211�111 �612 �1111 �12

｀171529

，

3000以上 �1 �7 �9 �9 �8 �21 �11 ��6 �9 �n �2 �94　　（16.0 ％）

計 �21 �n2 �39 �47 �41 �35 �57 �2 �20 �23 �40 �152 �589

平　 均　 石　 高 �1688 �1062 �2252 �2209 �2200 �3188 �1822 �655 �2386 �2804 �2398 �909 �1703

藩領 別藩 政村数 �

山 岩

囗 国19

2 �

山 岩
口 国28

85
※ �

山 徳T
］山31

1 �

山 徳
口 山21

26 �

山 徳
口 山39

2 �

山
口35 �

山 徳
口 山55

2 �

山
口2 �

山
口20 �

山
口24

※ �

山 豊
囗 浦36

4 �

山豊清
口浦末7

128 17

※2村の村石高が合計してある。

小規援藩政村の分布の特徴は,天保期にくらべて

一般に減少していることであろうか。　しかし山間

部を中心に小規模藩政村が卓越する傾向は変わっ

ていない。

天保期と明治初期とではわずか33年程の隔りし

かなく，石高の激増という状況は普通考えにくい

(但し，なかには土佐・尾張・大隅などのように

約1.5倍近い石高増加を示す国がある)ので，藩政

村規模の変化はおもに村数の増減によって考えた

方が妥当である。そういう意味で 図4 を作 製し
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図4　 天保期を基とした明治初期における郡別藩政村数の増減

（「 天保郷 帳」 ．「旧 高旧 領 取調 帳」 より作成 ）

た。これによれば全体として，藩政村数の増加つ

まり細分化が目立つ。明治政府は，明治5 年大区

小区制にはじまる官治的行政制度によって，旧村

体制を否定しつつ時にはそれと妥協しつつ試行錯

誤的に農民の日常的生活関心の場とは別個な形で

行政村を作っていった。そして明治22年に至りい

わゆる市町村制の実現をみるのである。明治政府

のこのような町村合併に対して，幕末から明治初

期にかけてはむしろ逆の現象（町村細分化）がみ

られたことは興味深い。これらの傾向は特に西日

本に著しい。薩長土肥などのいわゆる西南雄藩で

は特に藩政村数の変動が激しく，肥前の例のよう

な明治初期藩政改革などの影響による地方制度の

変革が考えられる。そういう意味で幕末藩政改革

研究の村レベル，特に地方制度研究への深化・解

明を期待したい。

V　 むすび

幕末から明治初期にかけての藩政村規模とその

変化を全国的資料に基づいて検討した。その結果

次のような諸点が明らかとなった。

1．藩政村は何よりもまず行政村として把屋す

べきであり，村石高はその生産力的側面を示

し てい る。

2．1の点に関連して藩政村の規模は石高によ

っ て示 さ れ， その平均 的 規模 は300 ～700 石

に なるこ と。

3 ．平 均 的規援 の藩 政 村 は地域 的 にも普 遍性 を

持 っ てい るこ と。

4．平均的規援を大きく上回る大規模藩政村は

いわゆる辺境の外様大名領に多くみられること。

5. 300石未満の小規模藩政村は地形的に集落

立地を制約された山間部を中心に主として分

布しており，集落構成としては本枝郷関係を

持ちながらも小村レベルの生産力の低さに規

定されて藩政村規模が小さく設定されたと考

え られ るこ と。

6 ．幕 末 の藩政 村数 の変 動 傾向 とし ては全 体 と

し て増加 （分 村化 ） の方向 をとっ てい るこ と。

こ れら の藩政 村数 の変 化 は佐 賀藩 の場合 の よ

う に幕 末～明 治 初期 にか けて のい わゆ る幕末

藩政 改革 と明 治藩 政改 革 と の関 係 で考 えられ
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る可 能 性 の あ る こ と。

村落規模の問題は，地域の二面性（形式地域と

実質地域）の問題とともに，地域論の重要な一側

面であると思う。以上の諸結果は，根本資料の充

分な吟味を経ずして出されたものであるだけに，

それなりの検討の余地を残している。地域論の新

し い 展 開 を模 索 し て い る筆 者 の 今 後 の 個 別 研 究 へ

の 見 通 し を整 理 す る と い う 意 図 で， 本 小 稿 を発 表

し た 次 第 で あ り， 諸 賢 学 の 御 叱 正 を 賜 わ り た い。

付記

本論は, 1978 年度 広島史学研究大会地理部 会において，

『藩政村研究 史の地 域論 的整理（ そ の二 ）一 一「基礎地 域」

と村落規模- 』 と題 するテーマ で発表 したものに加筆訂

正し たものである。 本論 を作製 するにあたって， 広島女子

大学の堤正信氏， 佐々木卓也氏 とのかっての勉強会での討

論が非常 に益 するところ となっ た。 多くの御教示 を賜っ た

両氏に対 し感謝申 し上 げ る次第 である。

注

1 ） 明 治7 年 か ら 同12 年 に わ た っ て， 内 閣 地 誌 課

か ら 刊 行 さ れ た （ 全8 冊 ）， 国 ご との 戸 口 は も

ち ろ ん そ の他 に そ の 沿 革 ， 駅 路 ， 山 岳 ， 鉱 山 ，

原 野 ， 牧 場 ， 河 ， 渠 ， 湖 沼 ， 温泉 ， 工 場 ， 神 社

仏 閣 ， 物 産 等 の 記 述 が あ り， す ぐ れ た地 誌 書 と

な っ て い る。

2）天保5年成立で，江戸幕府の勘定所が諸国の

領主，代官から提出された資料に基づき，天保

国 絵 図 と と も に 編 集 し た も の で ， 天 保2 年 に 着

手 し ， 同5 年 に 完 成 し た。 各 冊 の 巻 末 に は 一 様

に 同 年12 月 の 日 付 と 編 集 主 管 者 で あ る 勘 定 奉 行

明 楽 飛 騨 守 ， 目ｲ寸牧 野 中 務 ， 勘 定 吟 味 役 柑 本 兵

五 郎 の 列 名 が あ る。 正 本 は 国 立 公 文 書 館 内 閣 文

庫 に 収 め ら れ て い る。

3 ） 底 本 は 歴 史 地 理 学 者 故 芦 田 伊 人 が， 大 正12 年9

月 の 関 東 大 震 災 以 前 に 書 写 さ せ た も の で 現 在

明 治 大 学 図 書 館 に 所 蔵 さ れ て い る。 原 本 は 旧 内

務省地理局地誌課に存在していたが，関東大震

災にて消失。編纂経過ならびに編纂年は不明で

あるが，各県いずれも明治10年前後に相次いで

完成し，内務省に進達したものと考えられてい

る。

4）太閤検地では間竿を6尺3寸としたのに対し

徳川検地では6 尺1 分とした。間竿6 尺1 分の

明文化は慶安2 年(1649 年）の検地条目におい

てであるが実質的採用は慶長検地のころといわ

れる。

5 ）たとえば，広島藩の「芸藩通志」，山口藩の

「防長風土注進案」，熊本藩の「肥後国志」，

丸亀藩の「西讃府志」，伊達藩の「各村風土記

御用書出」。

6）水津一朗は，機能主義的地域論を展開して，

近世藩政村の内部構造を地域論的に比較分析し

て，「標準型」（藩政村＝基礎地域）。「須恵

村型」（藩政村は複数の基礎地域より成り，多

分に形式的な地域となっている）。「煙山村型」

（前二者の中間型で，藩政村は複数の基礎地域

より成るが，藩政村は各基礎地域の機能の一部

をになっている）とよばれる類型を提唱した。

この方面の研究では，藩政村の持つ形式地域的

性格が強く論じられ，それを構成する小部落的

社会の問題からムラ社会を論じることが多くな

ってきた。たとえば,山野正彦らの言う「丹波山

地型村落」も，小村疎塊村地域における集落構

成の問題を取り扱っている。

7）平均規模200石というのは，かなり小さな規模

であるが，これはあくまでモデル村落であっ

て天領の平均的村落ではないということと，天

領は元来どちらかといえば，村落規模が小さい

関東・東北地区に片よって分布していることの

反映かもしれないといわれる。

8 ）佐賀藩の明治2 年藩政改革の中で，地方制度

の改革という点で注目されるのが，「民政仕組

・　12



書」であり，村石高にして1,500～2,000石の行

政村を創出し，村行政の簡素化と官僚主義化を

目的としている。
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